
愛媛県告示第２６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、吉井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び

退任した旨の届出があった。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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愛媛県告示第２６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、城辺町緑僧都土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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平成１４年２月８日金曜日 第１３２９号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 邊 勝 司 東予市広江２０１番地

〃 渡 邊 隆 義 東予市広江８０番地

〃 久 米 清 敬 東予市広江３９３番地

〃 塩 � 萬 東予市今在家９８番地４

〃 佐名木 幸 雄 東予市今在家９２番地

〃 高 橋 克 典 東予市今在家５７番地３

監 事 丹 下 博 夫 東予市広江２７４番地４

〃 越 智 清 文 東予市今在家１３１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 邊 繁 男 東予市広江２番地

〃 久 米 � 雄 東予市広江３４３番地

〃 久 米 三 郎 東予市広江２６８番地

〃 藤 田 勉 東予市今在家２９６番地

〃 � 田 治 夫 東予市今在家８７番地２

〃 近 藤 幸 雄 東予市今在家２６３番地４

監 事 渡 邊 義 雄 東予市広江２０８番地２

〃 篠 原 章 一 東予市今在家７１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 坂 本 亘 南宇和郡城辺町緑乙８５１番地

〃 藤 時 昌 治 南宇和郡城辺町緑乙１２２０番地

〃 谷 口 功 南宇和郡城辺町緑乙３６８４番地

〃 凝 地 利 秋 南宇和郡城辺町緑甲８２９番地１

〃 倉 本 善四郎 南宇和郡城辺町緑甲３３２番地

〃 浜 本 今朝男 南宇和郡城辺町緑丙７７６番地

〃 岡 元 完 六 南宇和郡城辺町僧都３６番地

〃 面 田 貴 南宇和郡城辺町甲４１０９番地２

監 事 西 本 政 夫 南宇和郡城辺町緑乙１１９８番地

〃 前 田 直 寿 南宇和郡城辺町緑乙１２０９番地

〃 岩 村 逸 夫 南宇和郡城辺町緑甲２０１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 坂 本 亘 南宇和郡城辺町緑乙８５１番地

〃 藤 時 吉 昭 南宇和郡城辺町緑乙１２１２番地

毎週（火・金）曜日発行 第１３２９号 平成１４年２月８日愛 媛 県 報
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愛媛県告示第２６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、土居町上野土地改良区から次のとおり役員が退任し

た旨の届出があった。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任
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愛媛県告示第２６６号
新居浜市旦之上土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市旦之上土地改良区土地改良事業（維持管理）

計画書の写し

� 新居浜市旦之上土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１４年２月１２日から３月１１日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所
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愛媛県告示第２６７号
野村町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（区画整理）・表前地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の

２第５項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 野村町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（区

画整理）・表前地区）計画書の写し

� 野村町土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１４年２月１２日から３月１１日まで

３ 縦覧場所

野村町役場
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愛媛県告示第２６８号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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愛媛県告示第２６９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字楠窪第２号１３０の１、第２号１３０の２

、第２号１３４の１、第２号１３４の３、第２号１３４の４、第

２号１３４の７、第２号１３４の９、第２号１３４の１３、第２号

１３４の１５から第２号１３４の１８まで、第２号２５５の１、第２

号２５５の２、第２号２５５の４、第２号２５５の７、第２号２

５５の９から第２号２５５の１１まで、第２号２５５の１３、第２号

２５５の３８、第２号２６３の１から第２号２６３の３まで、第２

号２６３の６、第２号２６３の７、第２号２６３の１１、第２号２

６３の１７、第２号２６３の２８、第２号２９９、第２号３０３の１、

第２号３０３の４、第２号３０３の６、第２号３０３の１２、第２

号３０３の１３、第２号３０３の１９から第２号３０３の２１まで、第

２号３０３の２９、第２号３０４、第２号３０６の１、第２号３０６

の２、第２号３０８の１、第２号３０８の２

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

〃 谷 口 功 南宇和郡城辺町緑乙３０６３番地

〃 立 花 進 南宇和郡城辺町甲８５５番地

〃 久 徳 彰 南宇和郡城辺町甲１８４８番地

〃 浜 本 今朝男 南宇和郡城辺町緑丙７７６番地

〃 岡 元 完 六 南宇和郡城辺町僧都３６番地

〃 面 田 貴 南宇和郡城辺町甲４１０９番地２

監 事 西 本 政 夫 南宇和郡城辺町緑乙１１９８番地

〃 前 田 直 寿 南宇和郡城辺町緑乙１２０９番地

〃 岩 村 正 男 南宇和郡城辺町緑甲３３７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 亀 井 三喜太 宇摩郡土居町大字上野２６８０番地１

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１７
年１月
３０日

愛媛県
第１２１４
号

混合有
機質肥
料

混合有
機質肥
料１号

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田
産業
愛媛県八幡浜
市大字五反田
１番耕地６０番
地

平成１７
年１月
３０日

愛媛県
第１２１５
号

混合有
機質肥
料

混合有
機質肥
料２号

窒素全
量５．０
りん酸
全量
１０．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田
産業
愛媛県八幡浜
市大字五反田
１番耕地６０番
地

平成１７
年１月
３０日

愛媛県
第１２１６
号

混合有
機質肥
料

混合有
機質肥
料３号

窒素全
量５．０
りん酸
全量
４．０

公定規
格のと
おり

有限会社上田
産業
愛媛県八幡浜
市大字五反田
１番耕地６０番
地

愛 媛 県 報平成１４年２月８日 第１３２９号

１５４



� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び丹原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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愛媛県告示第２７０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字楠窪第２号４６２、第２号４６９の４、第

２号４６９の７、第２号４７２、第２号４７４、第２号５６３、第

２号５７０の２、第２号５７０の６、第２号５７０の８、第２号

５７０の９、第２号５７２の１、大字明河第８号２６１、第８号

２６６、第８号２６９、第８号２８１、第８号４６３、第８号４７３

、第８号４７４、第８号４７５の１から第８号４７５の４まで、

第８号４７８、第８号４８４、第８号４８５の１、第８号４８７、

第８号４８８の２、第８号４８９の３９から第８号４８９の４１まで

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び丹原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
愛媛県告示第２７１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林の所在場所

周桑郡丹原町大字楠窪第２号１７、第２号３２、第２号３９の

１、第２号５０、第２号５１、第２号５３の１、第２号５３の３、

第２号５４、第２号５６、第２号５９の１、第２号５９の２、第２

号６２の１、第２号１６６の１、第２号１６６の２、第２号１７７

、第２号１８０、第２号２０８の１、第２号２０８の２、第２号

２１０、第２号２１１、第２号２１２の１から第２号２１２の３ま

で、第２号２１４、第２号２１７、第２号２１８の１、第２号２

１８の２、第２号２２０、第２号２２７、第２号３３５の１、第２

号３４２、第２号３４３、第２号３４９、第２号３５３、第２号３

５４、第２号３５８、第２号３６１、第２号３６２の１、第２号３

６２の２、第２号３６３、第２号３７３から第２号３７５まで、第

２号３７８、第２号３８４、第２号３８８、第２号３９８、庚３３、

庚３６、庚３９、庚４０

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び丹原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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愛媛県告示第２７２号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 保安林予定森林の所在場所

北条市猿川原字本谷乙２１１の１

２ 指定の目的

公衆の保健

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び北条市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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愛媛県告示第２７３号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する

同法第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

北条市猿川原字本谷乙２１１の１（次の図に示す部分に限

る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立

木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び北条市役所に備え置いて縦覧に供

する。）

�������
愛媛県告示第２７４号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、八幡浜地方局建設部及び三崎町役場において告示の日から

起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１４年２月８日

三崎港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西宇和郡三崎町三崎１８４８番地先から同４３４５番地先に

至る公有水面

イ 区域

次の１点から６２点までを順次直線で結んだ線並びに

６２点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

＋２．３０メートル）における陸と公有水面との接する線

により囲まれた区域

基点（西宇和郡三崎町三崎１８４８番地先の赤坂第二防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度２３分１４秒、東

経１３２度０７分０２秒の地点

１点は、基点から真北３４６度２１分００秒８２．８５メート

ルの地点

２点は、１点から真北１６６度５３分２３秒３．９７メートル

の地点

３点は、２点から真北２５１度３７分０５秒１．３７メートル

の地点

４点は、３点から真北２５４度２７分３８秒３．５９メートル

の地点

５点は、４点から真北２５６度３１分４４秒３．５４メートル

の地点

６点は、５点から真北２５８度４０分１５秒５．２８メートル

の地点

７点は、６点から真北２６０度３９分２０秒４．５６メートル

の地点

８点は、７点から真北２６１度４０分００秒２．５５メートル

の地点

９点は、８点から真北２６１度５９分４２秒４．８５メートル

の地点

１０点は、９点から真北２６１度１３分４７秒７．７７メートル

の地点

１１点は、１０点から真北１７１度１３分１９秒１．５２メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２６１度１４分０３秒４．８６メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２６０度５７分２０秒２．７７メートル

の地点

１４点は、１３点から真北３５０度４３分１１秒１．５１メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２６０度０１分２８秒７．６７メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２５８度４９分２０秒５．３６メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２５７度５０分５７秒５．３６メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２５６度５２分２３秒５．３５メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２５６度０３分３０秒３．５３メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２５５度１７分１９秒４．９０メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２５４度２３分４３秒４．９０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２５３度３０分４６秒２．１２メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２５３度２９分２６秒１．９７メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２５３度３０分３９秒０．８１メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２５２度２４分２８秒７．０７メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２５１度１３分４２秒５．８１メートル

の地点

２７点は、２６点から真北２５０度１０分０４秒５．８１メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２４９度０５分３７秒５．８０メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２４７度５６分４５秒６．８６メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２４６度４２分０６秒６．８６メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２４６度０１分３２秒０．９８メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２４５度２０分２６秒５．９２メートル

の地点

３３点は、３２点から真北２４４度１０分５７秒６．８９メートル

の地点

３４点は、３３点から真北２４２度５５分２１秒６．９０メートル

の地点

３５点は、３４点から真北２４２度１７分０９秒４．０４メートル

の地点
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３６点は、３５点から真北１５２度１７分２５秒３．００メートル

の地点

３７点は、３６点から真北２５２度４７分５１秒１．６５メートル

の地点

３８点は、３７点から真北１５２度１７分３４秒６．００メートル

の地点

３９点は、３８点から真北２４２度１７分１８秒９．２３メートル

の地点

４０点は、３９点から真北２３８度１７分２９秒４．０１メートル

の地点

４１点は、４０点から真北２３９度３６分１３秒１６．０２メート

ルの地点

４２点は、４１点から真北２４１度０３分１６秒２０．０１メート

ルの地点

４３点は、４２点から真北２４１度０５分０６秒１０．００メート

ルの地点

４４点は、４３点から真北２３６度５６分０１秒１６．１８メート

ルの地点

４５点は、４４点から真北２３６度４３分０４秒１５．１２メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北２３７度０７分３３秒５．４７メートル

の地点

４７点は、４６点から真北２４０度２８分５０秒５．７７メートル

の地点

４８点は、４７点から真北２４３度０３分２９秒３．２０メートル

の地点

４９点は、４８点から真北２４６度２９分０１秒５．７３メートル

の地点

５０点は、４９点から真北２４９度２２分１６秒５．５３メートル

の地点

５１点は、５０点から真北２５５度５４分５２秒５．０７メートル

の地点

５２点は、５１点から真北２５７度３４分５６秒４．８２メートル

の地点

５３点は、５２点から真北２５８度２４分２０秒４．５８メートル

の地点

５４点は、５３点から真北２５８度４９分１２秒４．３２メートル

の地点

５５点は、５４点から真北２５７度２４分１３秒３．９６メートル

の地点

５６点は、５５点から真北２５５度４１分０９秒３．５０メートル

の地点

５７点は、５６点から真北２４６度４８分５７秒３．１０メートル

の地点

５８点は、５７点から真北２３９度４６分４３秒３．４０メートル

の地点

５９点は、５８点から真北２３６度３８分５５秒２．５８メートル

の地点

６０点は、５９点から真北２３７度４７分１３秒３．０１メートル

の地点

６１点は、６０点から真北２３７度４６分４８秒３．２１メートル

の地点

６２点は、６１点から真北２７８度０５分５１秒１６．３９メート

ルの地点

ウ 面積

２，３３５．６９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西宇和郡三崎町三崎１８４８番から同４３４５番に至る間の

地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のあ点からサ点までを順次直線で結んだ線及びサ

点とあ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡三崎町三崎１８４８番地先の赤坂第二防

波堤に設置された金属鋲）は、北緯３３度２３分１４秒、東

経１３２度０７分０２秒の地点

あ点は、基点から真北３４８度０３分５１秒９３．５８メート

ルの地点

い点は、あ点から真北１６８度２６分０２秒８７．０１メート

ルの地点

う点は、い点から真北２４９度２８分２３秒２９６．０５メート

ルの地点

え点は、う点から真北３１７度３３分０４秒７８．９０メート

ルの地点

お点は、え点から真北４６度２６分２０秒５．９７メートルの

地点

か点は、お点から真北３８度５７分０５秒４．２９メートルの

地点

き点は、か点から真北４３度２１分１３秒７．１４メートルの

地点

く点は、き点から真北４６度２９分１１秒３．５４メートルの

地点

け点は、く点から真北５３度３６分３０秒４．７２メートルの

地点

こ点は、け点から真北５２度２２分０５秒３．５３メートルの

地点

さ点は、こ点から真北５０度３６分５６秒２．７５メートルの

地点

し点は、さ点から真北３２５度５６分１０秒１２．０３メート

ルの地点

す点は、し点から真北６５度３９分３５秒１．６９メートルの

地点

せ点は、す点から真北６１度１１分２１秒４．３４メートルの

地点

そ点は、せ点から真北５５度３４分４２秒６．９１メートルの

地点

た点は、そ点から真北７０度３０分２５秒６．５９メートルの

地点

ち点は、た点から真北７９度２８分５８秒５．９８メートルの

地点

つ点は、ち点から真北８３度０３分１２秒５．７８メートルの

地点

て点は、つ点から真北８３度３１分２０秒６．９０メートルの

地点

と点は、て点から真北１６３度１６分５５秒３．１９メートル

の地点
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な点は、と点から真北１３４度５２分４７秒１．３５メートル

の地点

に点は、な点から真北６５度１２分２７秒０．４６メートルの

地点

ぬ点は、に点から真北１７４度１５分１５秒１．４６メートル

の地点

ね点は、ぬ点から真北８４度１８分２４秒１０．１７メートル

の地点

の点は、ね点から真北８６度２８分１３秒８．４３メートルの

地点

は点は、の点から真北６９度００分２９秒４．４３メートルの

地点

ひ点は、は点から真北６９度１０分４５秒１．３７メートルの

地点

ふ点は、ひ点から真北６９度３２分５４秒１．７３メートルの

地点

へ点は、ふ点から真北６７度３０分０８秒５．３０メートルの

地点

ほ点は、へ点から真北６２度０６分４６秒５．６６メートルの

地点

ま点は、ほ点から真北３３３度２３分４８秒０．６７メートル

の地点

み点は、ま点から真北６３度２４分２３秒１０．７３メートル

の地点

む点は、み点から真北６０度４１分１６秒１６．１１メートル

の地点

め点は、む点から真北５９度２５分４４秒１０．０１メートル

の地点

も点は、め点から真北５９度２４分４７秒０．８６メートルの

地点

や点は、も点から真北１５４度０７分１２秒１．８３メートル

の地点

ゆ点は、や点から真北１５５度４４分５８秒２．４０メートル

の地点

よ点は、ゆ点から真北６１度２４分２５秒１５．７３メートル

の地点

ら点は、よ点から真北６２度１４分３１秒３１．０６メートル

の地点

り点は、ら点から真北６５度２２分５２秒２０．７４メートル

の地点

る点は、り点から真北６６度０８分４１秒３２．６４メートル

の地点

れ点は、る点から真北６１度５０分１０秒８．８５メートルの

地点

ろ点は、れ点から真北６６度２７分３０秒５．４６メートルの

地点

わ点は、ろ点から真北７４度０７分０１秒２．３９メートルの

地点

を点は、わ点から真北７４度１８分３４秒１１．４３メートル

の地点

ん点は、を点から真北７６度１８分３６秒４．０１メートルの

地点

ア点は、ん点から真北７６度１５分１１秒７．１５メートルの

地点

イ点は、ア点から真北７９度０５分４３秒２．８０メートルの

地点

ウ点は、イ点から真北８７度４９分４０秒２．９０メートルの

地点

エ点は、ウ点から真北８１度２８分０９秒４．４５メートルの

地点

オ点は、エ点から真北７８度３４分０８秒１０．１０メートル

の地点

カ点は、オ点から真北７５度３７分３０秒１９．１９メートル

の地点

キ点は、カ点から真北７５度４７分４１秒１．９７メートルの

地点

ク点は、キ点から真北８２度０４分１４秒２．８３メートルの

地点

ケ点は、ク点から真北８２度００分３８秒５．７６メートルの

地点

コ点は、ケ点から真北８０度４４分１６秒６．５９メートルの

地点

サ点は、コ点から真北８０度０４分２６秒１．６２メートルの

地点

ウ 面積

２９，２９１．６５平方メートル

３ 埋立地の用途

護岸用地 約 １，９４０平方メートル

道路用地 約 ３８０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 出願年月日

平成１４年１月３０日

�������
愛媛県告示第２７５号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、伯方町役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

ア Ａ箇所

越智郡伯方町大字北浦字竹田乙１３７番７から同字周

田甲１６８番２に至る間の地先公有水面

イ Ｂ箇所

越智郡伯方町大字北浦字竹田乙９０３番２から同乙１

５７番１に至る間の地先公有水面
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ウ Ｃ箇所

越智郡伯方町大字北浦字竹田乙１５７番１から同甲２

０５番１に至る間の地先公有水面

� 区域

ア Ａ箇所

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線並びに

１１点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ＋１．

８５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点Ａ（越智郡伯方町大字北浦字竹田乙１３７番７地

先の県道敷に設置された金属鋲）は、北緯３４度１３分１８

秒、東経１３３度０６分３９秒の地点

１点は、基点から真北１５０度２３分４３秒１２．５５メート

ルの地点

２点は、１点から真北１７７度５６分０２秒４．４４メートル

の地点

３点は、２点から真北２１６度０８分１１秒４．００メートル

の地点

４点は、３点から真北１７９度３９分３７秒２．５３メートル

の地点

５点は、４点から真北１８０度０８分３０秒１０．１１メート

ルの地点

６点は、５点から真北１８０度５４分０５秒１０．１１メート

ルの地点

７点は、６点から真北１８１度３８分３８秒１０．１１メート

ルの地点

８点は、７点から真北１８２度０７分２６秒２．３５メートル

の地点

９点は、８点から真北１８１度２０分５４秒５．４３メートル

の地点

１０点は、９点から真北９０度２５分１２秒１．５０メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１７９度１５分４８秒７．５６メートル

の地点

イ Ｂ箇所

次の１２点から２３点までを順次直線で結んだ線並びに

２３点と１２点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ＋１．

８５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点Ｂ（越智郡伯方町大字北浦字竹田乙９０３番２に

設置された金属鋲）は、北緯３４度１３分１４秒、東経１３３

度０６分３９秒の地点

１２点は、基点から真北１４２度３６分４８秒１１．０６メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北１６１度２０分０２秒４．４２メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２５０度５８分１７秒１．８０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１６０度４１分２６秒０．９７メートル

の地点

１６点は、１５点から真北１６０度５１分５３秒２５．４３メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北１６０度４６分０７秒３１．５３メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北１６０度４２分４７秒２８．０３メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北１６０度１８分２３秒７．０８メートル

の地点

２０点は、１９点から真北１６１度５３分２１秒５．０９メートル

の地点

２１点は、２０点から真北１６３度０６分１２秒５．１１メートル

の地点

２２点は、２１点から真北１６４度２６分２０秒５．１４メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１６５度４６分３１秒３．８４メートル

の地点

ウ Ｃ箇所

次の２４点から３３点までを順次直線で結んだ線並びに

３３点と２４点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ＋１．

８５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点Ｃ（越智郡伯方町大字北浦字竹田乙１５７番１地

先の堤敷に設置された金属鋲）は、北緯３４度１３分１０秒

、東経１３３度０６分４０秒の地点

２４点は、基点から真北１１５度４５分４５秒１０．９５メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北１７０度４３分１２秒５．０９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１７３度３５分４１秒５．２５メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１７５度５８分１８秒５．２８メートル

の地点

２８点は、２７点から真北１７９度３６分０３秒５．３１メートル

の地点

２９点は、２８点から真北１８２度４７分２９秒４．２７メートル

の地点

３０点は、２９点から真北１８５度１０分２５秒３．９７メートル

の地点

３１点は、３０点から真北１８７度５８分００秒２．４８メートル

の地点

３２点は、３１点から真北１９２度２２分０８秒４．７１メートル

の地点

３３点は、３２点から真北１９７度２０分４２秒１．６８メートル

の地点

� 面積

ア Ａ箇所 ７２８．６５平方メートル

イ Ｂ箇所 １，６４４．９０平方メートル

ウ Ｃ箇所 ２０６．０４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１２年１月２１日 愛媛県指令１１港第５５３号、伯方町指

令建開第２号

４ しゅん功認可年月日

平成１４年２月８日

愛 媛 県 報平成１４年２月８日 第１３２９号
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愛媛県告示第２７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第２７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第２７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市安城寺町７３３番１地先から

同町７３３番３まで

旧 ４．６～４．８ ０．０４３

新 １３．０～１４．４ ０．０４３

〃 〃
松山市吉藤五丁目９９６番７から

同市吉藤五丁目９９８番２まで

旧 ５．０～８．５ ０．０８４

新 ７．０～１５．０ ０．０８４

〃 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２７５１番２から

同町甲２７５３番２まで

旧 ３．７～４．２ ０．０４９

新 ８．０～８．７ ０．０４９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市安城寺町７３３番１地先から

同町７３３番３まで
平成１４年２月８日

〃 〃
松山市吉藤五丁目９９６番７から

同市吉藤五丁目９９８番２まで
〃

〃 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２７５１番２から

同町甲２７５３番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号 北宇和郡広見町大字大宿２２０３番４

旧 ５．７～１３．０ ０．０９６

新 ７．２～４１．８ ０．０９６

〃 〃
北宇和郡広見町大字国遠７３６番２から

同大字１９５番まで

旧 ８．８～１８．６ ０．１７１

新 ８．８～２９．２ ０．１７１

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川２４７番３から

同大字２４８番３まで

旧 ６．３～１０．７ ０．０９５

新 １５．３～２３．８ ０．０９５
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愛媛県告示第２８１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予三島市金子二丁目字鋳鐘２１７４番１、２１７４番２、２１７５

番１、２１７５番６、２１７８番、２１８０番１、２１７５番１地先農道、

２１７５番６地先農道及び２１７８番地先農道

２ 申請人の住所氏名

伊予三島市金子二丁目６番３３号

森実木材株式会社

代表取締役 森実 敏明

３ 図面省略

公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

せん孔業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県告示第２７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第２８０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号 北宇和郡広見町大字大宿２２０３番４ 平成１４年２月８日

〃 〃
北宇和郡広見町大字国遠７３６番２から

同大字１９５番まで
〃

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川２４７番３から

同大字２４８番３まで
〃

〃 〃
北宇和郡松野町大字奥野川９２番２から

同大字８９番２まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

松局伊土検（開）第３５号

平成１４年１月２２日
伊予市下吾川字柳１１７番３

伊予市上吾川甲２３０８番地
米 澤 優 和

松局建（開）第２１号

平成１４年１月２３日
北条市久保字垣根５５番２

北条市中須賀３３６番地
河 野 成 博

松局建（開）第２２号

平成１４年１月２４日

温泉郡川内町大字南方字曲り２７３３番、２７３４番１、２７３４番２、２７３６番
１、２７３６番６、２７３７番１、２７４０番２及び２７４０番３

松山市水泥町１２８２番１
オオノ開発株式会社
代表取締役 大 野 照 旺

公 告

〃 〃
北宇和郡松野町大字奥野川９２番２から

同大字８９番２まで

旧 ３．５～７．９ ０．１０５

新 １６．０～２１．８ ０．１０５

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１４年２月８日 第１３２９号

１６１



ア 愛媛県庁の庁舎内で行う電子計算機への入力のため

のせん孔業務及びこれに付随する業務 一式

イ 愛媛県庁の庁舎外で行う電子計算機への入力のため

のせん孔業務及びこれに付随する業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日まで

	 委託業務に係る成果品の納入場所

愛媛県庁


 入札方法

�に掲げる業務ごとにそれぞれ入札に付する。
なお、入札金額は、処理する英数字又は片仮名文字１

字当たりの単価を記載し、当該単価には、消費税及び地

方消費税に相当する額を含まないものとする。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１３

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のせん孔業務の実績を有し、委託業

務について、適切かつ迅速に納入し得る体制が整備され

ていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部統計課管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ２２２０

� 入札書の受領期限

平成１４年３月２２日（金）午後５時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１４年３月２８日（木）午前１０時

愛媛県企画情報部統計課システム設計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

	 契約書作成の要否

要


 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
a）Punch service of computer data and other related
services performed within Ehime Prefectural Government,
１ set
b）Punch service of computer data and other related
services performed at private companies for the Ehime
Prefectural Government，１ set

� Time limit of tender：５：００ p．m．，２２ March ２００２
� For further information，please contact：
Information Management Section，Statistics Division，
Planning and Information Department，Ehime Prefectural
Government,４―４―２ Ichibancho, Matsuyama, Ehime７９０―８５７０
Japan
TEL０８９―９４１―２１１１ Ext ２２２０

�������
公 告

歯科技工士試験の実施について

歯科技工法の一部を改正する法律（昭和５７年法律第１号）

附則第２条の規定により、平成１４年歯科技工士試験を次のと

おり実施する。

平成１４年２月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

� 学説試験

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階大会議室

� 実地試験

伊予郡砥部町高尾田５４３番地

愛媛県立歯科技術専門学校

２ 試験の日時

� 学説試験

平成１４年３月７日（木）午前９時

� 実地試験

平成１４年３月８日（金）午前８時３０分

３ 受験願書の提出期間

平成１４年２月１２日（火）から１９日（火）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先
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松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県保健福祉部保健福祉課

愛媛県公安委員会告示第３号
次の遊技機の型式は、技術上の規格に適合していると認めるので、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和６０年

国家公安委員会規則第４号）第９条第１項の規定に基づき、公示する。

平成１４年２月８日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

公安委員会告示

遊技機

の種類

遊技機

の区分
型 式 の 名 称 製造業者名

申 請 者 検定

番号

検定の有

効期間
氏名（法人にあっては、名
称及び代表者の氏名）

住所（法人にあっては、主
たる事務所の所在地）

ぱちんこ
遊技機 第１種 ＣＲ福ふく神Ｓ 株式会社ソフィア 株 式 会 社 ソ フ ィ ア

（井置 定男）
群馬県桐生市境野町七丁目２０
１番地 ５９２１

愛媛県公安委
員会告示の日
から３年間

〃 ＣＲ柔キッズ極編Ｚ２ 京楽産業株式会社 京 楽 産 業 株 式 会 社
（榎本 宏）

愛知県名古屋市中川区尾頭橋
三丁目２０番８号 ５９２２

第３種 ＣＲギンギンタクシー
３号Ａ 豊丸産業株式会社 豊 丸 産 業 株 式 会 社

（永野 裕豊）
愛知県名古屋市中村区長戸井
町三丁目１２番地 ５９２５

〃 ＣＲギンギンタクシー
２号Ａ 〃 〃 〃 ５９２６

第１種 ＣＲフィーバードデカ
ザウルスＪ１４ 株式会社三共 株 式 会 社 三 共

（毒島 秀行）
群馬県桐生市境野町六丁目４６
０番地 ５９２７

〃 ＣＲフィーバーセブン
ミッションＳＰ 〃 〃 〃 ５９２８

〃 ＣＲフィーバードデカ
ザウルスＪ１１ 〃 〃 〃 ５９２９

〃 ＣＲグラディエーター
Ｘ１ 京楽産業株式会社 京 楽 産 業 株 式 会 社

（榎本 宏）
愛知県名古屋市中川区尾頭橋
三丁目２０番８号 ５９３０

〃 ＣＲグラディエーター
Ｚ２ 〃 〃 〃 ５９３１

〃 福ふく神ＳＶ 株式会社ソフィア 株 式 会 社 ソ フ ィ ア
（井置 定男）

群馬県桐生市境野町七丁目２０
１番地 ５９３３

〃 ＣＲかっぱ６４Ｆ 株式会社藤商事 株 式 会 社 藤 商 事
（松元 邦夫）

大阪府大阪市中央区内本町一
丁目１番４号 ５９３４

第２種 ＣＲプッチモン 株式会社大一商会 株 式 会 社 大 一 商 会
（市原 茂）

愛知県名古屋市中村区鴨付町
一丁目２２番地 ５９３５

第１種 ＣＲフィーバーセブン
ミッションＧＰ 株式会社三共 株 式 会 社 三 共

（毒島 秀行）
群馬県桐生市境野町六丁目４６
０番地 ５９３６

第３種 ＣＲダイナマイトキュ
ーティー

株式会社ニューギ
ン

株 式 会 社 ニ ュ ー ギ ン
（新井 悠司）

愛知県名古屋市中村区烏森町
三丁目５６番地 ５９３８

第１種 ＣＲ・帰ってきた黄門
ちゃまＫ 株式会社平和 株 式 会 社 平 和

（中島 潤）
群馬県桐生市広沢町二丁目３０
１４番地の８ ５９３９

回胴式遊
技機 回胴式 スーパーリノＸ 山佐株式会社 山 佐 株 式 会 社

（佐野 慎一）
岡山県新見市高尾３６２番地の
１ ５９１７

〃 タイムパーク 〃 〃 〃 ５９１８

〃 リノオキナワＸ－３０ 〃 〃 〃 ５９１９

〃 エルフドリーム１ 日本回胴式遊技機
工業株式会社

日本回胴式遊技機工業株式会
社

（吉田 秀一）
東京都千代田区内神田一丁目
５番４号 ５９２０

〃 ビッグマネー 株式会社バルテッ
ク

株 式 会 社 バ ル テ ッ ク
（中野 純弘）

大阪府大阪市北区東天満二丁
目１番２号 ５９２３

〃 アラジンＡ サミー株式会社 サ ミ ー 株 式 会 社
（里見 治）

東京都豊島区東池袋二丁目２３
番２号 ５９２４

〃 オオタコスロ２ 株式会社エレコ 株 式 会 社 エ レ コ
（小森富美雄）

東京都江東区有明三丁目１番
地２５ ５９３２

〃 ダークストライカー 株式会社ダイドー 株 式 会 社 ダ イ ド ー
（寳田 久治）

東京都渋谷区東二丁目２３番３
号 ５９３７
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愛媛県選挙管理委員会告示第８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２０条第１項の規定に基づく同法第１２条第１項の規定による政治団体の収支に関

する報告書について、訂正の届出があった。

その要旨は、次のとおりである。

平成１４年２月８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

政治団体の収支報告書の要旨

第１２条関係

平成１２年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第二選挙区支部

報告年月日 Ｈ１３．４．２

１ 収 入 総 額 ６７，４０２，０６９円

前年繰越額 ７，５２１，６８４円

本年収入額 ５９，８８０，３８５円

２ 支 出 総 額 ６６，５７９，２２８円

３ 翌 年 繰 越 額 ８２２，８４１円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（１０，８９５人） １１，２８２，６００円

寄附 ２０，２７０，０００円

個人分 ３，７４０，０００円

団体分 １４，１３０，０００円

政治団体分 ２，４００，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入

２８，３２４，０００円

自由民主党本部 ２０，０００，０００円

自由民主党愛媛県支部連合会 ５，３２４，０００円

自由民主党今治支部 ３，０００，０００円

その他の収入 ３，７８５円

１件１０万円未満のもの ３，７８５円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

渡辺 貢 ２００，０００円 今 治 市

三宅 正信 １，０００，０００円 松 山 市

伊藤 剛吉 １２０，０００円 西 条 市

西原 孝典 １２０，０００円 伊 予 三 島 市

近藤 栄一 １，５００，０００円 今 治 市

本宮 勇 ３００，０００円 今 治 市

佐藤 洋一 ５００，０００円 千 葉 県 柏 市

（団体分）

瀬戸内カッター工業 １２０，０００円 今 治 市

選挙管理委員会告示

〃 ガイアマックス 株式会社西陣 株 式 会 社 西 陣
（藤原 �）

東京都千代田区平河町一丁目
４番３号 ５９４０

〃 ボーナスジャム－３０ 株式会社ネット 株 式 会 社 ネ ッ ト
（国本 幸司）

大阪府堺市旭ヶ丘北町一丁４
番５号 ５９４１

〃 ハウンドドッグ 〃 〃 〃 ５９４２
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日本食研 １，０００，０００円 今 治 市

佐保開発 １２０，０００円 松 山 市

石丸建設 １２０，０００円 上浮穴郡久万町

美川建設 １２０，０００円 上浮穴郡美川村

ララ ２４０，０００円 新 居 浜 市

中岡組 １２０，０００円 上浮穴郡美川村

面河建設 １２０，０００円 上浮穴郡面河村

久保建設 １８０，０００円 上浮穴郡久万町

越智電機産業 １００，０００円 今 治 市

横河電機 ３００，０００円 東京都武蔵野市

所沢リース １２０，０００円 埼玉県所沢市

松南園 １２０，０００円 松 山 市

ランドブレイン １２０，０００円 東京都千代田区

東邦電気 ４８０，０００円 神奈川県横浜市

四国タオル工業組合 ２００，０００円 今 治 市

三ツ桃青果 ６０，０００円 松 山 市

ハートウェル ３００，０００円 今 治 市

丸馬 １５０，０００円 今 治 市

丸馬住宅 １５０，０００円 今 治 市

マサミオート １２０，０００円 埼玉県越谷市

瀬戸内運輸 １００，０００円 今 治 市

サンデンサービス １，０００，０００円 松 山 市

ライオン電気 １２０，０００円 今 治 市

ワールドパック ５００，０００円 今 治 市

伯方造船 ２４０，０００円 越智郡伯方町

大和建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

相互建材 １２０，０００円 越智郡伯方町

日電 ２４０，０００円 今 治 市

小林組 １２０，０００円 越智郡波方町

芳栄工業 １２０，０００円 越智郡波方町

マルマストリグ １２０，０００円 今 治 市

ぎの設計事務所 １２０，０００円 今 治 市

今治合同製パン １２０，０００円 今 治 市

日浅 １２０，０００円 今 治 市

伯方環境センター ２４０，０００円 越智郡伯方町

伯塩産業 １２０，０００円 越智郡伯方町

白雪建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

カネキ水産 １２０，０００円 越智郡宮窪町

伊藤建設 １２０，０００円 新 居 浜 市

丸三産業 １２０，０００円 越智郡吉海町

馬越海運 １２０，０００円 越智郡吉海町

田窪工業所 ３６０，０００円 東 予 市

東京管理 １，０１０，０００円 東京都豊島区

経営情報センター １２０，０００円 東京都千代田区

富士建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

林塩化工業所 １２０，０００円 新 居 浜 市

日鮮海運 １２０，０００円 越智郡伯方町

せんば １２０，０００円 越智郡伯方町

三和商事 １２０，０００円 越智郡伯方町

伊予建設工業 １２０，０００円 越智郡伯方町

潮冷熱 １２０，０００円 越智郡大西町

北四国製菓 １２０，０００円 越智郡玉川町

サンコー設計 １２０，０００円 今 治 市
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鳥安漆器 １２０，０００円 今 治 市

伯方建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

ワタナベプリント ３２０，０００円 今 治 市

南海運送 １２０，０００円 温泉郡中島町

大島石材工業 １２０，０００円 今 治 市

セカイフジ ３６０，０００円 今 治 市

野間組 １２０，０００円 越智郡伯方町

愛媛緑地 １２０，０００円 今 治 市

上徳工業 １２０，０００円 今 治 市

秋山工業 ２４０，０００円 新 居 浜 市

シャディギフトかんお ３６０，０００円 今 治 市

瀬戸内ギフト ２４０，０００円 今 治 市

ライフブレイン ２４０，０００円 西 条 市

アリマ １２０，０００円 松 山 市

今治ライン工業 １２０，０００円 今 治 市

東洋道路 １２０，０００円 越智郡玉川町

拓明建設 １２０，０００円 上浮穴郡柳谷村

（政治団体分）

ＴＫＣ全国政経研究会 ６００，０００円 東京都新宿区

ＴＫＣ四国地域政経研究会 ２００，０００円 香川県高松市

愛媛県石油政治連盟 ２００，０００円 松 山 市

愛媛県果樹政治連盟 ３００，０００円 松 山 市

日本商工連盟 ６００，０００円 東京都中央区

酉和会愛媛県支部 １００，０００円 松 山 市

愛媛県社会保険労務士政治連盟 ２００，０００円 松 山 市

愛媛県トラック運送事業政治連盟 ２００，０００円 松 山 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２４，１８２，３１３円

人件費 １７，６７８，５００円

光熱水費 １，０２７，８２３円

備品・消耗品費 ２，１９７，４２５円

事務所費 ３，２７８，５６５円

政治活動費 ４２，３９６，９１５円

組織活動費 ７，０３３，１８２円

機関紙誌の発行その他の事業費 ４，０８１，１３３円

宣伝事業費 ４，０８１，１３３円

寄附・交付金 ３１，２８２，６００円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出）

３１，２８２，６００円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第二選挙区支部

報告年月日 Ｈ１３．４．２

１ 収 入 総 額 ６８，５０２，０６９円

前年繰越額 ８，６２１，６８４円

本年収入額 ５９，８８０，３８５円

２ 支 出 総 額 ６６，５７９，２２８円

３ 翌 年 繰 越 額 １，９２２，８４１円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（１０，８９５人） １１，２８２，６００円

寄附 ２０，２７０，０００円

個人分 ３，７４０，０００円

団体分 １４，１３０，０００円

政治団体分 ２，４００，０００円
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本部又は支部から供与された交付金に係る収入

２８，３２４，０００円

自由民主党本部 ２０，０００，０００円

自由民主党愛媛県支部連合会 ５，３２４，０００円

自由民主党今治支部 ３，０００，０００円

その他の収入 ３，７８５円

１件１０万円未満のもの ３，７８５円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

渡辺 貢 ２００，０００円 今 治 市

三宅 正信 １，０００，０００円 松 山 市

伊藤 剛吉 １２０，０００円 西 条 市

西原 孝典 １２０，０００円 伊 予 三 島 市

近藤 栄一 １，５００，０００円 今 治 市

本宮 勇 ３００，０００円 今 治 市

佐藤 洋一 ５００，０００円 千 葉 県 柏 市

（団体分）

瀬戸内カッター工業 １２０，０００円 今 治 市

日本食研 １，０００，０００円 今 治 市

佐保開発 １２０，０００円 松 山 市

石丸建設 １２０，０００円 上浮穴郡久万町

美川建設 １２０，０００円 上浮穴郡美川村

ララ ２４０，０００円 新 居 浜 市

中岡組 １２０，０００円 上浮穴郡美川村

面河建設 １２０，０００円 上浮穴郡面河村

久保建設 １８０，０００円 上浮穴郡久万町

越智電機産業 １００，０００円 今 治 市

横河電機 ３００，０００円 東京都武蔵野市

所沢リース １２０，０００円 埼玉県所沢市

松南園 １２０，０００円 松 山 市

ランドブレイン １２０，０００円 東京都千代田区

東邦電気 ４８０，０００円 神奈川県横浜市

四国タオル工業組合 ２００，０００円 今 治 市

三ツ桃青果 ６０，０００円 松 山 市

ハートウェル ３００，０００円 今 治 市

丸馬 １５０，０００円 今 治 市

丸馬住宅 １５０，０００円 今 治 市

マサミオート １２０，０００円 埼玉県越谷市

瀬戸内運輸 １００，０００円 今 治 市

サンデンサービス １，０００，０００円 松 山 市

ライオン電気 １２０，０００円 今 治 市

ワールドパック ５００，０００円 今 治 市

伯方造船 ２４０，０００円 越智郡伯方町

大和建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

相互建材 １２０，０００円 越智郡伯方町

日電 ２４０，０００円 今 治 市

小林組 １２０，０００円 越智郡波方町

芳栄工業 １２０，０００円 越智郡波方町

マルマストリグ １２０，０００円 今 治 市

ぎの設計事務所 １２０，０００円 今 治 市

今治合同製パン １２０，０００円 今 治 市

日浅 １２０，０００円 今 治 市
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伯方環境センター ２４０，０００円 越智郡伯方町

伯塩産業 １２０，０００円 越智郡伯方町

白雪建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

カネキ水産 １２０，０００円 越智郡宮窪町

伊藤建設 １２０，０００円 新 居 浜 市

丸三産業 １２０，０００円 越智郡吉海町

馬越海運 １２０，０００円 越智郡吉海町

田窪工業所 ３６０，０００円 東 予 市

東京管理 １，０１０，０００円 東京都豊島区

経営情報センター １２０，０００円 東京都千代田区

富士建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

林塩化工業所 １２０，０００円 新 居 浜 市

日鮮海運 １２０，０００円 越智郡伯方町

せんば １２０，０００円 越智郡伯方町

三和商事 １２０，０００円 越智郡伯方町

伊予建設工業 １２０，０００円 越智郡伯方町

潮冷熱 １２０，０００円 越智郡大西町

北四国製菓 １２０，０００円 越智郡玉川町

サンコー設計 １２０，０００円 今 治 市

鳥安漆器 １２０，０００円 今 治 市

伯方建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

ワタナベプリント ３２０，０００円 今 治 市

南海運送 １２０，０００円 温泉郡中島町

大島石材工業 １２０，０００円 今 治 市

セカイフジ ３６０，０００円 今 治 市

野間組 １２０，０００円 越智郡伯方町

愛媛緑地 １２０，０００円 今 治 市

上徳工業 １２０，０００円 今 治 市

秋山工業 ２４０，０００円 新 居 浜 市

シャディギフトかんお ３６０，０００円 今 治 市

瀬戸内ギフト ２４０，０００円 今 治 市

ライフブレイン ２４０，０００円 西 条 市

アリマ １２０，０００円 松 山 市

今治ライン工業 １２０，０００円 今 治 市

東洋道路 １２０，０００円 越智郡玉川町

拓明建設 １２０，０００円 上浮穴郡柳谷村

（政治団体分）

ＴＫＣ全国政経研究会 ６００，０００円 東京都新宿区

ＴＫＣ四国地域政経研究会 ２００，０００円 香川県高松市

愛媛県石油政治連盟 ２００，０００円 松 山 市

愛媛県果樹政治連盟 ３００，０００円 松 山 市

日本商工連盟 ６００，０００円 東京都中央区

酉和会愛媛県支部 １００，０００円 松 山 市

愛媛県社会保険労務士政治連盟 ２００，０００円 松 山 市

愛媛県トラック運送事業政治連盟 ２００，０００円 松 山 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 ２４，１８２，３１３円

人件費 １７，６７８，５００円

光熱水費 １，０２７，８２３円

備品・消耗品費 ２，１９７，４２５円

事務所費 ３，２７８，５６５円

政治活動費 ４２，３９６，９１５円

組織活動費 ７，０３３，１８２円
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機関紙誌の発行その他の事業費 ４，０８１，１３３円

宣伝事業費 ４，０８１，１３３円

寄附・交付金 ３１，２８２，６００円

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出）

３１，２８２，６００円

第１２条関係

平成１１年分

政党支部

（訂正後）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第二選挙区支部

報告年月日 Ｈ１２．１２．６

１ 収 入 総 額 ５２，２２６，２３９円

前年繰越額 １，６１６，８２８円

本年収入額 ５０，６０９，４１１円

２ 支 出 総 額 ４４，７０４，５５５円

３ 翌 年 繰 越 額 ７，５２１，６８４円

４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（２５，３８３人） ２７，０５２，２００円

寄附 １０，９８０，０００円

個人分 ２，０００，０００円

団体分 ８，５８０，０００円

政治団体分 ４００，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入

１２，５７７，２１０円

自由民主党本部 １１，５００，０００円

自由民主党愛媛県支部連合会 ７７７，２１０円

自由民主党伯方支部 ３００，０００円

その他の収入 １円

１件１０万円未満のもの １円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

伊藤洋八郎 １，０００，０００円 西 条 市

日浅 正司 １，０００，０００円 越智郡朝倉村

（団体分）

トキワ工業 １００，０００円 伊 予 三 島 市

ユニチャーム ３００，０００円 東 京 都 港 区

綮愛会石川病院 ２００，０００円 川 之 江 市

トーセン １，０００，０００円 今 治 市

三王ハウジング ３００，０００円 新 居 浜 市

林塩化工業所 １２０，０００円 新 居 浜 市

ライオン電気 １２０，０００円 今 治 市

ララ １２０，０００円 新 居 浜 市

冨士建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

日電 ２４０，０００円 今 治 市

伯方環境センター ２４０，０００円 越智郡伯方町

伯塩産業 １２０，０００円 越智郡伯方町

白雪建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

大和建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

日浅 １２０，０００円 今 治 市

相互建材 １２０，０００円 越智郡伯方町

日鮮海運 １２０，０００円 越智郡伯方町
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カネキ水産 １２０，０００円 越智郡宮窪町

今治合同製パン １２０，０００円 今 治 市

せんば １２０，０００円 越智郡伯方町

愛媛放送 ２４０，０００円 松 山 市

芳栄工業 １２０，０００円 越智郡波方町

小林組 １２０，０００円 越智郡波方町

三和商事 １２０，０００円 越智郡伯方町

伊予建設工業 １２０，０００円 越智郡伯方町

潮冷熱 １２０，０００円 越智郡大西町

伊藤建設 １２０，０００円 新 居 浜 市

北四国製菓 １２０，０００円 越智郡玉川町

マルマストリグ １２０，０００円 今 治 市

ぎの設計事務所 １２０，０００円 今 治 市

丸三産業 １２０，０００円 越智郡吉海町

馬越海運 １２０，０００円 越智郡吉海町

サンコー設計 １２０，０００円 今 治 市

鳥安漆器 １２０，０００円 今 治 市

伯方建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

田窪工業所 ３６０，０００円 東 予 市

南海運送 １２０，０００円 温泉郡中島町

大島石材工業 １２０，０００円 今 治 市

セカイフジ ３６０，０００円 今 治 市

野間組 １２０，０００円 越智郡伯方町

上徳工業 １２０，０００円 今 治 市

秋山工業 ３４０，０００円 新 居 浜 市

今治織物工業協同組合 １００，０００円 今 治 市

愛媛緑地 １２０，０００円 今 治 市

越智電機産業 １２０，０００円 今 治 市

シャディギフトかんお ３６０，０００円 今 治 市

瀬戸内ギフト ２４０，０００円 今 治 市

ライフブレイン ２４０，０００円 西 条 市

（政治団体分）

村上誠一郎後援会 ４００，０００円 今 治 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １６，９２６，９０５円

人件費 １４，５３２，５５０円

光熱水費 ８２３，５６３円

備品・消耗品費 ４３２，２５６円

事務所費 １，１３８，５３６円

政治活動費 ２７，７７７，６５０円

組織活動費 ２３５，６５０円

機関紙誌の発行その他の事業費 ６２２，０００円

宣伝事業費 ６２２，０００円

寄附・交付金 ２６，８３０，０００円

その他の経費 ９０，０００円

（訂正前）

政治団体の名称 自由民主党愛媛県第二選挙区支部

報告年月日 Ｈ１２．１２．６

１ 収 入 総 額 ５１，８２６，２３９円

前年繰越額 １，６１６，８２８円

本年収入額 ５０，２０９，４１１円

２ 支 出 総 額 ４３，２０４，５５５円

３ 翌 年 繰 越 額 ８，６２１，６８４円
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４ 本年収入の内訳

個人の党費・会費（２５，３８３人） ２７，０５２，２００円

寄附 １０，５８０，０００円

個人分 ２，０００，０００円

団体分 ８，５８０，０００円

本部又は支部から供与された交付金に係る収入

１２，５７７，２１０円

自由民主党本部 １１，５００，０００円

自由民主党愛媛県支部連合会 ７７７，２１０円

自由民主党伯方支部 ３００，０００円

その他の収入 １円

１件１０万円未満のもの １円

５ 寄 附 の 内 訳

（寄附者） （金 額） （住所・所在地）

（個人分）

伊藤洋八郎 １，０００，０００円 西 条 市

日浅 正司 １，０００，０００円 越智郡朝倉村

（団体分）

トキワ工業 １００，０００円 伊 予 三 島 市

ユニチャーム ３００，０００円 東 京 都 港 区

綮愛会石川病院 ２００，０００円 川 之 江 市

トーセン １，０００，０００円 今 治 市

三王ハウジング ３００，０００円 新 居 浜 市

林塩化工業所 １２０，０００円 新 居 浜 市

ライオン電気 １２０，０００円 今 治 市

ララ １２０，０００円 新 居 浜 市

冨士建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

日電 ２４０，０００円 今 治 市

伯方環境センター ２４０，０００円 越智郡伯方町

伯塩産業 １２０，０００円 越智郡伯方町

白雪建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

大和建設 １２０，０００円 越智郡伯方町

日浅 １２０，０００円 今 治 市

相互建材 １２０，０００円 越智郡伯方町

日鮮海運 １２０，０００円 越智郡伯方町

カネキ水産 １２０，０００円 越智郡宮窪町

今治合同製パン １２０，０００円 今 治 市

せんば １２０，０００円 越智郡伯方町

愛媛放送 ２４０，０００円 松 山 市

芳栄工業 １２０，０００円 越智郡波方町

小林組 １２０，０００円 越智郡波方町

三和商事 １２０，０００円 越智郡伯方町

伊予建設工業 １２０，０００円 越智郡伯方町

潮冷熱 １２０，０００円 越智郡大西町

伊藤建設 １２０，０００円 新 居 浜 市

北四国製菓 １２０，０００円 越智郡玉川町

マルマストリグ １２０，０００円 今 治 市

ぎの設計事務所 １２０，０００円 今 治 市

丸三産業 １２０，０００円 越智郡吉海町

馬越海運 １２０，０００円 越智郡吉海町

サンコー設計 １２０，０００円 今 治 市

鳥安漆器 １２０，０００円 今 治 市

伯方建設 １２０，０００円 越智郡伯方町
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公営企業任免辞令
１月３１日

愛媛県技術吏員 青 野 利 恵

願により本職を免ずる

正 誤

平成１４年１月１５日付け第１３２２号愛媛県告示第７４号（開発行

為に関する工事の完了）中

田窪工業所 ３６０，０００円 東 予 市

南海運送 １２０，０００円 温泉郡中島町

大島石材工業 １２０，０００円 今 治 市

セカイフジ ３６０，０００円 今 治 市

野間組 １２０，０００円 越智郡伯方町

上徳工業 １２０，０００円 今 治 市

秋山工業 ３４０，０００円 新 居 浜 市

今治織物工業協同組合 １００，０００円 今 治 市

愛媛緑地 １２０，０００円 今 治 市

越智電機産業 １２０，０００円 今 治 市

シャディギフトかんお ３６０，０００円 今 治 市

瀬戸内ギフト ２４０，０００円 今 治 市

ライフブレイン ２４０，０００円 西 条 市

６ 支 出 の 内 訳

経常経費 １６，９２６，９０５円

人件費 １４，５３２，５５０円

光熱水費 ８２３，５６３円

備品・消耗品費 ４３２，２５６円

事務所費 １，１３８，５３６円

政治活動費 ２６，２７７，６５０円

組織活動費 ２３５，６５０円

機関紙誌の発行その他の事業費 ６２２，０００円

宣伝事業費 ６２２，０００円

寄附・交付金 ２５，３３０，０００円

その他の経費 ９０，０００円

任 免 辞 令

正 誤

ページ 箇 所 誤 正

４８
工事を完了した開発区域又は工
区に含まれる地域の名称の欄中
上から４段目

川内長 川内町

平成１４年２月８日 印刷
平成１４年２月８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１７２
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